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第1章  計画の基本方針 

 

1 計画策定の背景 

  わが国では、「国民皆保険制度」のもと、高い保健医療水準や平均寿命が順調に延

伸されてきました。しかしながら、少子高齢化の急速な進行、経済の低成長、医療

の高度化など大きく環境が変化しており、医療制度を今後も維持していくための医

療費適正化への取組が必要となっています。 

   そこで、平成 25年 6月「日本再興戦略」において「国民の健康寿命の延伸」を受

けて、保険者は「保健事業実施計画（データヘルス計画）」の策定と、それに基づく

保健事業の実施及び評価が求められ、平成 28年 8月「伊勢市国民健康保険保健事業

実施計画（データヘルス計画）」を策定し、健康・医療情報を活用した保健事業に取

り組んできたところです。 

    このたび、「特定健康診査等実施計画（第 2 期）」及び「保健事業実施計画（デー

タヘルス計画）」が平成 29 年度末をもって計画期間が終了することから、平成 30

（2018 年度）年度から平成 35（2023 年度）年度までを共通の計画期間として、「特

定健康診査等実施計画(第 3期)」と「データヘルス計画（第 2期）」を一体的に策定

し、特定健康診査結果やレセプトデータ等の分析をし、健康課題を明らかにした上

で、効果的かつ効率的な保健事業の実施に向けた新たな取組手法、目標を設定する

ことにより、被保険者の健康増進を図ります。 

  

2 計画の位置付け 

   データヘルス計画は、「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」

に基づき策定し、特定健康診査等実施計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」

の規定に基づき策定します。 

また、策定にあたっては、「伊勢市総合計画」や「伊勢市健康増進計画」「伊勢市

第 8 次老人福祉計画・第 7 期介護保険事業計画」等の関連計画と整合性を図り、十

分に連携した事業の実施を進めます。 

 

3 計画の期間 

    本計画の期間は、平成 30（2018年度）年度から平成 35（2023年度）年度までの 6

年間とします。 

 

  4 実施体制・関係者連携 

   本計画の遂行に当たっては、国民健康保険担当部局が主体となり、保健師・栄養

士等の専門職と協同で事業を推進し、一体となって保健事業を実施します。 

   また、医師会等の外部有識者や被保険者が議論に参画できる協議の場としての国
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民健康保険運営協議会等の活用や市民への分かりやすい情報提供、外部有識者から

の支援等を通じて、市民自身が当事者意識を持って主体的・積極的に取り組める事

業実施体制を整備していきます。 
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第 2章 伊勢市の現状 

 

1 伊勢市の現状 

（1）人口及び高齢化率 

総人口の推移についてはやや減少傾向にあり、総人口に占める 65歳以上

の人口比率は（高齢化率）は、三重県、全国より高い状況にあります。そ

れに比べ、0～14歳の年少人口と 15～64歳までの生産年齢人口は年々減少

していることから、今後も高齢化が進むことが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       資料：三重県 HP：三重県の高齢化率（H28.10.1現在） 

 

 

18,016 17,749 17,390 17,054 16,726 

80,559 78,868 77,467 75,733 74,619 

16,517 17,334 18,093 18,522 18,561 

0

40,000

80,000

120,000

160,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

 伊勢市 三重県 

平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 28年 

総人口 

（人） 
132,711 131,775  131,120 129,877 128,922 1,807,611 

高齢化率 

（％） 
26.5 27.5 28.4 29.3 29.9 28.5 

（人） 

115,092 113,951 112,950 111,309 

資料：伊勢市年齢別人口集計表（各年 10月 31日現在） 

総人口と高齢化率の推移 

109,906 

年齢別３区分人口の推移 
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（2）死亡要因 

平成 26年度の主要死因別では、第 1位が悪性新生物となっており、約 3割を

占めています。また、心疾患、肝疾患、結核、老衰が三重県より高く、肝疾患、

老衰は全国より高くなっています。また、悪性新生物、肝疾患については、平

成 24年度と平成 26年度を比較して、増加傾向にあります。 

主要死因別の件数と割合 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：三重県衛生統計年報 

 

 

 

 

 

 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

悪性
新生物

362 24.4% 385 25.0% 402 27.3% 5,172 26.5%

糖尿病 36 2.4% 25 1.6% 10 0.7% 206 1.1%

心疾患 245 16.5% 256 16.6% 229 15.5% 2,986 15.3%

脳血管
疾患

148 10.0% 148 9.6% 119 8.1% 1,772 9.1%

肺炎 132 8.9% 130 8.5% 120 8.1% 1,678 8.6%

肝疾患 15 1.0% 8 0.5% 20 1.4% 177 0.9%

腎不全 33 2.2% 25 1.6% 24 1.6% 405 2.1%

結核 7 0.5% 1 0.1% 3 0.2% 27 0.1%

老衰 91 6.1% 131 8.5% 141 9.6% 1,678 8.6%

不慮の
事故

56 3.8% 57 3.7% 45 3.1% 704 3.6%

自殺 26 1.8% 26 1.7% 22 1.5% 310 1.6%

その他 330 22.3% 346 22.5% 339 23.0% 4,410 22.6%

計 1,481 100.0% 1,538 100.0% 1,474 100.0% 19,525 100.0%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成26年度

伊勢市 三重県
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2 伊勢市国民健康保険の現状 

（1）被保険者の推移 

国民健康保険被保険者数は、平成 28年度末 29,845人、国民健康保険加入率は、

23.3％となっており、被保険者数・加入率ともに年々減少しています。また年

齢別人口、国民健康保険被保険者数の状況をみると、本市の総人口における国

民健康保険の被保険者は、60～64歳で人口の約 5割、65～74歳で 7割以上を占

めています。 

 

 

 

 

132,058 131,289 130,338 129,353 128,288 

33,904 33,159 32,306 31,437 29,845 

25.7 25.3 24.8 24.3 
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H24 H25 H26 H27 H28

人口 国民健康保険被保険者数 加入率

473 

582 

663 

813 

817 

718 

881 

1,109 

1,321 

1,511 
1,528 

1,748 

3,571 

7,689 

6,245 

4,685 
5,311 

5,607 

6,152 

5,898 
5,781 

6,603 

7,148 

8,711 

9,098 

8,149 

7,939 

8,515 

10,785 

7,664 

7,378

6,489
4,108

2,267

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

国民健康保険被保険者数 人口

人口、国民健康保険被保険者数、国民健康保険加入率の推移 

人口、国民健康保険被保険者数、国民健康保険加入率の推移 

資料：住民基本台帳及び外国人登録（人口：各年度末現在） 

   事業月報 

    

(人) 
(％) 
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第 3章 健康・医療情報による分析 

 

1 医療費データの分析 

（1）医療費総額の推移   

      医療費総額の伸び率は、平成 28年度の伊勢市国保の医療費総額は 112億  

1千万円で、平成 27年度以降増加しています。 

 医療費総額の伸び率                           （単位：百万円）  

 

 

 

 

（2）被保険者 1人当たりの医療費の推移 

被保険者 1人当たりの医療費は、平成 27年度以降三重県市町国保全体の伸び

率よりも大きく増加しています。 

被保険者１人当たりの医療費伸び率                      （単位：円） 

 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

伊勢市 322,790 322,169 327,831 ,347,524 362,728 

 伸び率  △0.2％ 1.7％ 5.7％ 4.2％ 

三重県市町国保 320,470 331,809 342,076 361,475 364,118 

 伸び率  3.4％ 3.0％ 5.4％ 0.7％ 

  

 

 

 

 

 

 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

伊勢市 11,113 10,877 10,811 11,147 11,210 

 伸び率  △2.2％ △0.6 3.0％ 0.6％ 

三重県市町国保 150,856 153,835 155,565 160,134 154,519 

 伸び率  1.9％ 1.1％ 2.9％ △3.6 

資料：三重県における国民健康保険事業の実態 

（三重県国民健康保険連合会） 

資料：三重県における国民健康保険事業の実態 

（三重県国民健康保険連合会） 
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（3）疾病分類別医療費の割合（大分類） 

平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月診療分のレセプトから、疾病項目毎に医療費

総額、レセプト件数を算出しました。「循環器系の疾患」が医療費総額の 17.0％

を占め、レセプト件数についても高い割合となっています。 

大分類による疾病別医療費統計         ※各項目毎に上位 5疾病を 網掛け  

疾病分類（大分類） 医療費（円） 構成比 順位 

レセプト 

件数 

（枚） 

順位 

感染症及び寄生虫症 250,480,910 2.6% 12 7,477 13 

新生物 1,376,119,990 14.2% 2 9,128 12 

血液及び造血器の疾患並びに

免疫機構の障害 
112,845,300 1.2% 16 562 17 

内分泌、栄養及び代謝疾患 1,015,803,870 10.5% 3 46,623 2 

精神及び行動の障害 957,657,410 9.9% 4 14,535 8 

神経系の疾患 429,059,090 4.4% 9 10,066 11 

眼及び付属器の疾患 420,695,060 4.3% 10 30,177 3 

耳及び乳様突起の疾患 40,500,690 0.4% 17 2,595 16 

循環器系の疾患 1,649,822,590 17.0% 1 53,438 1 

呼吸器系の疾患 584,909,990 6.0% 7 27,589 5 

消化器系の疾患 499,022,700 5.1% 8 17,306 6 

皮膚及び皮下組織の疾患 145,526,090 1.5% 14 13,711 9 

筋骨格系及び結合組織の疾患 744,089,200 7.7% 6 29,979 4 

尿路性器系の疾患 804,954,990 8.3% 5 12,265 10 

妊娠、分娩及び産じょく 11,398,650 0.1% 20 111 20 

周産期に発生した病態 7,252,220 0.1% 21 30 21 

先天奇形、変形及び染色体異

常 
13,265,070 0.1% 19 248 19 

症状、徴候及び異常臨床検査

所見で他に分類されないもの 
116,788,870 1.2% 15 4,459 15 

損傷、中毒及びその他の外因

の影響 
281,162,750 2.9% 11 5,302 14 

傷病及び死亡の外因 0 0.0% 22 0 22 

健康状態に影響を及ぼす要因

及び保健サービスの利用 
22,762,690 0.2% 18 316 18 

その他（上記以外のもの） 222,838,220 2.3% 13 15,260 7 

総計 9,706,956,350     25,337   

資料：KDB 疾病別医療費分析（大分類） 
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（4）疾病分類別医療費の割合（細小分類） 

細小分類別の医療費では、入院は統合失調症が一番多く、外来では、糖尿病

が 1 位となり、2位が高血圧症、3 位が慢性腎不全（透析あり）、4 位が脂質異

常症と生活習慣病が上位を占めております。 

  細小分類による疾病別医療費統計（入院） 

順位 疾病分類（細小分類） 医療費（円） 構成比 
レセプト件数

（枚） 

1 統合失調症 520,498,050 13.74% 1,488 

2 不整脈 166,070,750 4.38% 106 

3 狭心症 139,339,160 3.68% 151 

4 骨折 123,209,870 3.25% 216 

5 脳梗塞 106,155,050 2.80% 147 

6 慢性腎不全（透析あり） 104,680,020 2.76% 145 

7 大腸がん 97,791,780 2.58% 120 

8 うつ病 84,770,520 2.24% 240 

9 関節疾患 83,009,830 2.19% 111 

10 肺がん 76,003,260 2.01% 97 

その他（上記以外の疾患） 2,286,428,210 60.36% 4,402 

合  計 3,787,956,500   7,223 

    

 

  細小分類による疾病別医療費統計（外来） 

順位 疾病分類（細小分類） 医療費（円） 構成比 
レセプト件数

（枚） 

1 糖尿病 583,628,670 9.86% 21,949 

2 高血圧症 461,361,850 7.79% 35,793 

3 慢性腎不全（透析あり） 461,121,810 7.79% 1,195 

4 脂質異常症 289,996,530 4.90% 20,855 

5 関節疾患 254,847,240 4.31% 11,270 

6 小児科 122,897,520 2.08% 10,934 

7 統合失調症 118,662,660 2.00% 4,029 

8 乳がん 117,191,520 1.98% 1,421 

9 Ｃ型肝炎 114,184,820 1.93% 761 

10 不整脈 113,517,440 1.92% 3,943 

その他（上記以外の疾患） 3,281,589,790 55.44% 181,804 

合  計 5,918,999,850   293,954 

資料：KDB 疾病別医療費分析（細小分類） 

資料：KDB 疾病別医療費分析（細小分類） 
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2 生活習慣病関連医療データの分析 

※生活習慣病の設定： 

糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、脂肪肝、動脈硬化症、脳出血、脳梗塞、狭心症、

心筋梗塞、がん、筋・骨、精神 

(1)  年齢階層別・男女別生活習慣病患者の状況（平成 29年 5月診療分） 

平成 29 年 5 月診療分レセプトにおける年齢階層別の生活習慣病対象者の割合は、

男女とも年代があがるにつれ高くなっています。 

生活習慣病対象者（男性）            生活習慣病対象者（女性） 

  

 

 

(2)  年齢階層別・男女別糖尿病患者の状況（平成 29年 5月診療分） 

平成 29年 5月診療分レセプトにおける年齢階層別の糖尿病対象者の割合は、男女

とも年代があがるにつれ高く、すべての年代において男性が女性の割合を上回って

います。 

糖尿病患者（男性）               糖尿病患者（女性） 

    
 

％ ％ 

資料：KDB生活習慣病全体のレセプト分析 

％ ％ 

資料：KDB糖尿病のレセプト分析 
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(3)  年齢階層別・男女別高血圧症患者の状況（平成 29年 5月診療分） 

平成 29 年 5 月診療分レセプトにおける年齢階層別の高血圧症患者の割合は、男女

とも年代があがるにつれ高く、全ての年代においても男性が女性を上回っており、

50歳代から 60歳代の伸びが非常に高くなっています。 

高血圧症患者（男性）             高血圧症患者（女性） 

  
 

 

(4) 年齢階層別・男女別脂質異常症患者の状況（平成 29年 5月診療分） 

平成 29 年 5 月診療分レセプトにおける年齢階層別の脂質異常症患者の割合は、男

女とも年代があがるにつれ高く、女性においては、50歳代から 60歳代の伸びが非常

に高くなっています。 

脂質異常症患者（男性）             脂質異常症患者（女性） 

  

 

 

 

 

 

％ ％ 

％ ％ 

資料：KDB高血圧症のレセプト分析 

資料：KDB脂質異常症のレセプト分析 
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3 介護保険データの分析 

介護保険認定率は、国、県に比して高く微増傾向にあります。総給付費は、増加傾

向にあるが、１件当たり給付費は減少傾向にあります。 

 介護認定者の疾患別有病状況については、県と比してがん以外の項目が高く、心臓

病、高血圧症、筋・骨格が上位を占めています。 

介護保険認定率と介護給付費 

  

伊勢市 三重県 全国 

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 28年度 平成 28年度 

認定率 1号（％） 22.0% 22.7% 23.1% 21.4% 21.2% 

認定率 2号（％） 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 

総給付費 

(百万円) 
11,311 11,324 11,603 144,710 8,522,083 

１件当たり 

給付費 
60,541  58,338  57,001  61,467  58,284  

      資料：KDBシステム：地域の全体像の把握 

 

要介護（支援）認定者の疾患別有病状況 

  

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

伊勢市

三重県
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4 伊勢市の特定健診の状況 

（1）特定健診の実施状況 

① 受診状況 

  平成 28年度の特定健診の受診者数は 12,199人、受診率は 54.7％となっていま

す。受診率は、伸び悩んでいますが、全ての年度において県の受診率を上回って

います。 

 

 

② 男女別年齢別特定健診受診率 

 平成 28 年度の健診受診率は、男女とも 60 歳未満の受診率が低く半数以下であ

り、年齢が上がるにつれて上昇しています。 

また、どの年代においても男性より女性の受診率が高くなっています。 

          

   
 

5,465 5,388 5,313 5,291 5,160 

7,580 7,567 7,469 7,308 7,039 

49.1 48.7 48.6 49.5 50.2

58.3 58.5 58.5 58.1 58.5

54.0 53.9 53.9 54.1 54.7

38.3 39.9 40.9 41.9 42.4

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H24 H25 H26 H27 H28

男性受診者 女性受診者 男性受診率(市）

女性受診率(市) 受診率（市） 受診率（県）

24.8%

30.1%

31.5%

36.7%

44.6%

56.3%

64.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

36.2%

34.4%

39.3%

46.7%

54.8%

64.4%

69.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

特定健診受診率（男性） 特定健診受診率（女性） 

受
診
者
数
（
人
） 

受
診
率
（
％
） 

特定健診受診者数と受診率の推移 

13,045 12,955 12,782 12,599 12,199 

資料：特定健診・特定保健指導実施結果報告 

資料：特定健診・特定保健指導実施結果報告 
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（2）メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況 

① メタボリックシンドローム該当者・予備群の推移 

    メタボリックシンドローム該当者の出現率は、平成 25 年度以降増加しており、

平成 28 年度には 18.8％となっています。また、メタボリックシンドローム予備

軍の出現率も平成 26年度以降増加しており、平成 28年度には 10.6％となってい

ります。 

 

 

 

② 男女別年齢層別メタボリックシンドローム該当者の状況 

平成 28 年度の特定健診実施によるメタボリックシンドロームの該当者の割合

は、男性については 60歳代が高くなっています。 

また、どの年代においても女性より男性の方が該当者の割合が 2倍以上ありま

す。 

 

  

2,690 2,538 
2,538 2,334 2,293 

1,480 1,467 1,323 1,327 1,288 

19.1%
18.2% 18.4% 18.5% 18.8%

10.5% 10.5%
9.6%

10.5% 10.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

該当者 人数 予備群 人数 該当者 割合 予備群 割合

20.9%

25.5%

32.6%

31.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

3.4%

8.1%

9.1%

13.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

受
診
率
（
％
） 

メタボ該当者の割合（男性） メタボ該当者の割合（女性） 

資料：特定健診・特定保健指導実施結果報告 

メタボリックシンドローム該当者・予備軍の推移 

受
診
者
数
（
人
） 

資料：KDB健診の状況 

13



③ 男女別年齢層別メタボリックシンドローム予備軍の状況 

平成 28年度の特定健診実施によるメタボリックシンドロームの予備軍の割合は、

男性については 50歳代が高く 60歳代以降は下降しています。 

また、どの年代においても女性より男性の方が予備群の割合が 2 倍以上ありま

す。 

 

 

   

         

  

④ 健診有所見者の状況 

健診有所見者の割合は、HbA1c、収縮期血圧、LDLコレステロールが、三重県と

同様に高く、男性については、腹囲も高い割合となっています。 

 

健診有所見者状況（男性） 

     

18.2%

19.8%

16.7%

14.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

5.0%

6.9%

6.4%

6.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

伊勢市 三重県

メタボ予備群の割合（男性） メタボ予備群の割合（女性） 

資料：KDB健診の状況 
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健診有所見者状況（女性） 

    

 

 

④-1 年齢階層別・男女別 HbA1c有所見者の状況 

平成 28年度の特定健診実施による HbA1c有所見者の状況は、男女とも年代が上が

るにつれ割合が高く、60～64歳以降では 5割以上が有所見に該当しています。 

     

   

 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

伊勢市 三重県

32.0%

43.8%

55.9%

58.7%

62.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

40歳代

50歳代

60～64歳

65～69歳

70～74歳

20.9%

38.9%

51.3%

57.7%

64.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

40歳代

50歳代

60～64歳

65～69歳

70～74歳

HbA1c 健診有所見者の割合（男性） HbA1c 健診有所見者の割合（女性） 

資料：KDB健診有所見者状況 

資料：KDB健診有所見者状況 
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④-2 年齢階層別・男女別収縮期血圧の有所見者の状況 

平成 28年度の特定健診実施による収縮期血圧の有所見者の状況は、男女とも年代

が上がるにつれ割合が高く、65～59歳以降では 5割以上が有所見に該当しています。 

                                  

    

 

 

④-3 年齢階層別・男女別 LDLコレステロールの有所見者の状況 

平成 28年度の特定健診実施による LDLコレステロールの有所見者の状況は、男性

は、50歳代以降減少していますが、女性は、50歳代以降では半数以上が該当してい

ます。 

LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ健診有所見者の割合（男性）   LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ健診有所見者の割合（女性） 

   

 

 

 

 

 

 

30.3%

44.0%

44.8%

53.5%

55.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

40歳代

50歳代

60～64歳

65～69歳

70～74歳

51.0%

54.1%

50.4%

48.4%

43.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

40歳代

50歳代

60～64歳

65～69歳

70～74歳

41.0%

61.6%

66.4%

63.5%

59.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

40歳代

50歳代

60～64歳

65～69歳

70～74歳

資料：KDB健診有所見者状況 

収縮期血圧健診有所見者の割合（男性） 収縮期血圧健診有所見者の割合（女性） 

資料：KDB健診有所見者状況 

17.3%

31.8%

40.7%

51.3%

55.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

40歳代

50歳代

60～64歳

65～69歳

70～74歳
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（3）特定健康診査結果情報とレセプトとの突合 

    平成 28年度の特定健康診査結果データとレセプトデータを組み合わせた結果、健

診受診者のうち生活習慣病治療中であっても、生活習慣病コントロールが不良の方

が多くなっています。 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（受診の必要性を含む）

特定保健指導以外の対象者 特定保健指導の対象者

821人 911人 321人 113人

情報提供
特定保健指導

受診必要 受診不必要 動機付支援 積極的支援

治療なし

4,258人 2,166人

22,347人

特定健診の実施

健診未受診者 健診受診者

10,131人 12,216人

治療なし 生活習慣病
治療中

生活習慣病
治療中

健診対象者

生活習慣病コントロール

良 不良

3,832人 6,218人

5,873人 10,050人

①糖尿病

②インスリン療法

③高血圧症

④脂質異常症

⑤（高尿酸血症）

⑥肝障害

⑦糖尿病性神経障害

⑧糖尿病性網膜症

⑪高血圧症腎臓障害

⑫脳血管疾患

⑬脳出血

⑭脳梗塞

⑮その他の脳血管疾

患

⑯虚血性心疾患

⑰動脈梗塞

・対象となる生活習慣病の病名と治療

資料：KDB厚生労働省様式（6-10） 

    糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導 
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5 伊勢市の特定保健指導の状況 

（1）特定保健指導の実施状況 

   平成 28 年度の特定保健指導の動機付け支援対象者の出現率は増加しましたが、

積極的支援対象者の出現率は、最も低い出現率となりました。 

 

 

 

① 特定保健指導実施率 

平成 28年度の特定保健指導の実施率は、動機付け支援 47.5％、積極的支援実施

率 12.7％とともに上昇しました。 

 

 

 

1,299 1,243 1,164 1,163 1,158

460 386 354 328 300

9.2% 9.6%

8.5% 8.5% 8.7%

8.9% 8.7%

7.3%
7.8% 7.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

動機付け支援対象者 積極的支援対象者

動機付け支援出現率 積極的支援出現率

39.1% 38.1%
35.6% 35.2%

40.3%

49.0% 46.7%
43.3% 42.8%

47.5%

11.3% 10.4% 10.2% 8.2%
12.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

特定保健指導実施率 動機付け支援実施率 積極的支援実施率

資料：伊勢市特定保健指導結果（経年）（健康課） 

該
当
者
数
（
人
） 

出
現
率
（
％
） 

特定保健指導対象者と出現率の推移 

特定保健指導実施率の推移 

資料：伊勢市特定保健指導結果（経年）（健康課） 
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（2）特定保健指導の効果の状況 

     特定保健指導の実施後、腹囲・体重が減少した割合は、どちらも動機付け支援に

比べ積極的支援の方が高くなっています。 

特定保健指導実施後の腹囲が減少した    特定保健指導実施後の体重が減少した 

人の割合                  人の割合 

   

 

 

（3）特定保健指導実施後の生活改善状況 

生活改善状況について、食生活に改善がみられたのは平成 28 年度動機付け支援

で 30.3％、積極的支援で 78.9％となっています。運動習慣に改善がみられたのは動

機付け支援で 21.4％、積極的支援で 57.9％となっています。 

 

特定保健指導実施後の生活改善の状況 

 

 

45.0

41.2%

37.9% 36.5%

48.1%

55.8%

37.5%

50.0

63.0
65.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

動機付け支援 積極的支援

52.2% 50.3% 53.2%

43.6%

36.9%

69.2%
60.0% 61.1% 59.3%

71.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

動機付け支援 積極的支援

58.4%

67.3% 64.6%

53.6%

49.6%

34.5%
30.3%

31.5% 30.9% 29.1%

21.7%
24.8%

20.7% 21.4%

82.7%

95.3%

84.6%

72.5%
77.8% 74.1% 78.9%

48.1%
58.1% 42.3%

35.0

52.8%

40.7%

57.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

動機付け支援（食生活） 動機付け支援（運動習慣）

積極的支援（食生活） 積極的支援（運動習慣）

資料：伊勢市特定保健指導結果（経年）（健康課） 

資料：伊勢市特定保健指導結果（経年）（健康課） 
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第4章　データヘルス計画（第2期）

1 データヘルス計画(第1期）の保健事業の考察

  データヘルス計画（第1期）に基づき実施した各事業についての状況は以下のとおりです。

平成28年度 平成29年度

特定健康診査 受診対象者全員に受診券を送付
 受診対象者   22,305人
 受診者数     12,199人
 受診率         54.7％

 受診対象者 　21,546人
 受診者数  　 11,684人
 受診率　       54.2％

特定健康診査
未受診者受診勧奨

前年度未受診者、今年度未受診者
へ受診勧奨ハガキの送付
(年2回、計26,000件）

 8月　  7,741件
 11月  16,917件

 8月    7,383件
 11月  17,893件

電話による受診勧奨
・今年度40歳到達者
・40歳代、60歳代の者

273件 528件

特定保健指導
保健指導対象者に生活習慣の改善
を促し生活習慣を予防するための
保健指導を実施。

全　体：40.1％
積極的：12.7％
動機付：47.2％

全　体：44.7％
積極的：14.7％
動機付：51.7％

糖尿病性腎症
重症化予防

「糖尿病性腎症重症化予防プログ
ラム」を作成。そのうち、特定健
診の結果や診療報酬明細書から糖
尿病治療中断中であり、基準値以
上の方に受診勧奨通知を送付

― 38人

健康文化都市推進事業
健康文化週間、健康の日を中心に
健康づくり事業の実施

・1日30分以上の軽く汗
をかく運動を週2回以
上、1年以上実施してい
る人の割合
     男　43.4％
     女　36.7％

・1日30分以上の軽く汗
をかく運動を週2回以
上、1年以上実施してい
る人の割合〈暫定値〉
     男　42.1％
     女　35.2％

各種がん検診費用助成
がん検診の受診促進
精密検査の未受診者に対し、受診
勧奨を実施

 肺がん検診受診率
            49.3％
 乳がん検診受診率
            49.5％

 肺がん検診受診率
            47.6％
 乳がん検診受診率
            45.6％

医療費通知の送付 医療費通知の送付  送付件数　65,811件  送付件数　64,118件

後発医薬品差額通知
ジェネリック医薬品利用差額通知
の送付

送付件数  2,197件

数量シェア　67.5%

送付件数　2,542件

数量シェア　70.4%

重複受診者等対策 訪問・電話による保健指導 未実施 3人

健幸ポイント事業

ポイント付与取組期間
Ⅰ期生：
平成28年9月～平成30年1月31日
（募集人数　1,000人）

Ⅱ期生：
平成29年7月～平成31年1月31日
（募集人数　1,000人）

　Ⅰ期生    528人 　Ⅱ期生   462人

事業名 実施状況
実施内容（実績）
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・40-44歳代の男性の受診率が25％と低い。
・受診者数の男女比は、男性が4割、女性が6割となっている。

保健指導実施率　60％
・平成28年度から実施率は上昇しているが、目標値までとどい
ていない。

・医療機関未受療者全員に受診勧奨を
行う。
・糖尿病の発症及び重症化予防が期待
される人に対し、優先順位をつけて保
健指導を行う

・定期的に医師会と打合せを行い、連携し進めている。
・通知送付後の受療確認と治療継続されていることの確認を引
続き行う必要がある。
・効果的な取組ができるようプログラムの見直しを行う必要が
ある。

・1日30分以上の軽く汗をかく運動を週
2回以上、1年以上実施している人の割
合
　　　男性　45.2％
　　　女性　38.1％

　

今後も運動習慣を持つ者の増加を目指して普及啓発していく。

          肺がん検診受診率
                     　45.9％
          乳がん検診受診率
                     　45.7％

肺がん検診、乳がん検診共に目標をほぼ達成した。

全受診世帯に通知を送付する。

使用割合平成31年3月末までに
数量シェア70％

・数量シェアは、平成29年度中に一時減少したが、12月末では
上昇してきている。
・ジェネリック医薬品への理解を深めるための周知・広報を増
やす。

10人
・重複服薬者の保健指導対象者抽出回数を増やし、自らの健康
管理意識の増加を高める。

健幸ポイント事業への国保被保険者参
加者数
　　　　350人

・参加者目標数は達成
・参加者の健康改善効果や医療費抑制効果の分析を行う

健診受診率　60％

・平成29年からはコールセンターからの受診勧奨電話を行った
ため、件数は増加した。
・受診勧奨対象者の受診確認を行う必要がある。

目標値
（平成29年度末）

評価と課題
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2 健康課題の抽出と課題解決に向けた対策

（1）健康課題

項目 分析の結果

　特定保健指導

　健康・医療情報による分析及びデータヘルス計画(第1期）における事業の達成状況を踏まえ、
伊勢市国民健康保険が抱える健康課題を抽出し、今後取り組むべき課題への対策を以下のとおり
整理します。

　地域特性 ○ 総人口は、減少傾向にありますが、高齢化率は上
  昇している。
○ 死因に占める割合は、悪性新生物、肝疾患は増加
  傾向にある。
○ 一人当たり医療費が、年々増加傾向にある。

　医療費の適正化

　疾病別医療費統計 ○ 大分類別医療費は、「循環器系疾患」「新生物」
 「内分泌、栄養及び代謝疾患」の順に多くなってい
  る。
○ 細小分類別医療費では、入院外で糖尿病、高血圧
  症、慢性腎不全（透析あり）、脂質異常症と生活
  習慣病が上位4位を占めている

　生活習慣病 ○ 60歳代以降になると半数以上の方が、生活習慣病
  による治療を受けている。
○ 高血圧症については、50歳代から60歳代の患者数
  の伸びが非常に高い。

　特定健康診査 ○ 受診率は、県平均と比べると高いが、市の目標値
  を下回っており、横ばい又は微増で伸び悩んでい
  る。
○ 若年層（40歳代～50歳代）の受診率が低く、特に
  男性の40～44歳では30％に満たない。

　特定健診結果による
　階層化

○ 特定健診結果より健診受診者12,216人中2,166人
 （18％）が生活習慣病の治療はしておらず、そのう
  ち821人（38％）は受診が必要な状態である。
○ 特定健診結果より健診受診者12,216人中10,050人
 （82％）は生活習慣病治療中であるが、そのうち
  6,218人（62％）はコントロール不良者である。

○ 後発医薬品の数量シェアは、微増している。

○ 県市町平均と比べると高い実施率を維持できている
  が、目標値には達していない。
○ 動機付支援に比べ積極的支援の実施率は低い。
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健康課題 課題への対策

1.特定健康診査の受診勧奨事業

2.特定保健指導事業

3.生活習慣病重症化予防

4.医療費適正化事業

○ 生活習慣病の予防・早期発見治療に
  より重症化予防を図る必要がある。

○ 若い頃からの正しい生活習慣・運動
  習慣についての啓発、特定健診・保
  健指導の受診・利用率の向上を図る
  必要がある。

○ 若い世代の受診率を上げる必要があ
  る。引き続き啓発活動と受診しやす
  い環境整備を行う必要がある。

○ 健診受診率の向上により、要治療者
  の発見につながり、早期治療につな
  ぐことができる。健診受診後の結果
  に応じた行動がとれるよう働きか
　け、適切な生活改善の指導をしてい
　く必要がある。

○ 数量シェアは伸びているが、国が定
　める目標値に到達していない。

生活習慣病にかかる医療費削減のため、特
定健康診査の受診勧奨事業を実施し、リス
ク保有者の早期発見・予防を図る。

○ 若い世代から健康づくりを行い、健
  康な高齢者を増やし、高齢化に伴う
  医療費の増大を最小限に抑える必要
  がある。

○ 生活習慣に起因する疾患による死亡
  率の減少、がん検診・精検の受診率
  の向上を図る必要がある。

特定保健指導の対象者に対し、特定保健指
導の利用勧奨を実施し、リスク保有者の生
活習慣の改善を図ることで、疾病の予防又
は重症化の予防を図る。

生活習慣病の重症化による人工透析、脳血
管疾患等の疾病を予防するため、有所見者
に対して保健指導や受療勧奨を実施する。

医療費への関心や自らの健康管理意識の増
加を図るため、後発医薬品の普及促進や重
複服薬者に対する保健師による保健指導を
実施し医療費適正化を図る。
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3　主な保健事業と評価指標

(1) 特定健康診査の受診勧奨事業

目的・概要

平成29年度 平成30年度以降

はがきによる受診勧奨
・8月：前年度未受診者全員
・11月：今年度未受診者全員

電話による受診勧奨
・健診初回40歳到達者
・40歳代前年未受診者
・60～65歳前年未受診者

窓口来庁者へのポスター掲示や啓発物品の配
布

アウトプット アウトカム

・未受診者に対する受診勧奨通知の送付
　⇒対象者全員
・コールセンターからの受診勧奨
　⇒3,000件

特定健康診査の受診率
〈平成35年度(2023年度）目標値〉　60.0％

（2）特定保健指導事業

目的・概要

平成29年度 平成30年度以降

教室・相談会への勧奨通知
9月～2月：対象者全員

未利用者への訪問や電話による勧奨
9月～3月：未利用者全員

保健師・看護師・栄養士による保健指導
：9月～3月

アウトプット アウトカム

・相談会の勧奨通知の送付
　⇒対象者全員
・相談会未利用者全員に訪問、電話による
　勧奨を行い、保健指導を実施

特定保健指導の実施率
〈平成35年度(2023年度）目標値〉　60.0％

評価指標

取組内容
実施期間

40～74歳の国民健康保険被保険者を対象にメタボリックシンドロームに着目し、健診により高血
圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し疾病の予防を図り、被保険者の健康維
持と受診率の向上を目指す。
未受診者に対し、健診の必要性が認識できるよう受診行動につながる勧奨を実施し、受診率の向
上を図る。受診勧奨に当たっては、年代や性別等の受診率の状況や年齢等対象者を特定して実施
するとともに、受診行動を誘引する方法を検討し、効果的に実施する。

取組内容
実施期間

・PDCAサイクルに基づき適宜見直しを図り継続

【新たな取組】
・被保険者のうち、他の健康診断受診等を理由に
　特定健康診査を受けていない方の健診結果
　の提供
・他の保険者との集団検診の実施

評価指標

特定健康診査の結果から、生活習慣病リスクがある者へ保健師による個別指導を実施することに
より、生活習慣の改善を促し、健康維持を図る。
実施率向上を図るため、特定保健指導対象者に、電話等による特定保健指導の利用勧奨を行う。

・PDCAサイクルに基づき適宜見直しを図り継続
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（3）糖尿病性腎症重症化予防事業

目的・概要

平成29年度 平成30年度以降

糖尿病治療中断者への受診勧奨
・勧奨通知の実施
・電話勧奨の実施

特定健康診査結果による未治療者への受診勧
奨
・勧奨通知の実施
・電話勧奨の実施

アウトプット アウトカム

・受診勧奨通知の送付数
・通知対象者への電話・訪問による
　保健指導

受診勧奨対象者全員に保健指導を行う。

（4）医療費適正化事業

目的・概要

平成29年度 平成30年度以降

・医療費通知の送付

・重複服薬者に対する保健指導の実施

・後発医薬品差額通知の送付

アウトプット アウトカム

・医療費通知の送付
　⇒対象者全員
・後発医薬品差額通知の送付
　⇒対象者全員
・重複服薬者に対する保健指導
　⇒10件

・後発医薬品数量シェア　80％
　※平成32年度(2020年度）末までのなるべく
　　早い時期に80％以上とすることが国から示
　　されていることから、最終目標値を80.0％
　　とする。

取組内容
実施期間 ・PDCAサイクルに基づき適宜見直しを図り継続

評価指標

特定健康診査の結果に基づき、判定値を超える要治療者または糖尿病治療中断者に対して、糖尿
病性腎症の重症化予防を目的に、医療機関での早期受診勧奨やその後の受療状況の確認を行う。

取組内容
実施期間

・PDCAサイクルに基づき適宜見直しを図り継続

【新たな取組】
・受診勧奨通知対象者に対するフォローアップ
（医療機関での受療確認など）

評価指標

国民健康保険財政の健全化を図ることを目的として、重複服薬者に対し服薬に係る保健指導を実
施するとともに、後発医薬品に関する情報提供や差額通知による普及促進を図る。
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4 個人情報の保護 

データヘルス計画に基づく事業の実施にあたり、個人情報の取り扱いに関しては、個

人情報保護法及び同法に基づくガイドライン等並びに伊勢市個人情報保護条例に基づ

いて行います。 

 

5 計画の公表・周知 

 本計画は、広報及びホームページで公表するとともに、本実施計画をあらゆる機会を

通じて周知・啓発を図ります。 また、目標の達成状況等の公表に努め、本計画の円滑

な実施等について広く意見を求めるものとします。 

 

6 評価及び見直し 

(1) 評価 

本計画の目的及び目標の達成状況については、毎年度評価を行うこととします。

また、中間期間等計画期間の途中で進捗確認・中間評価を行い、必要に応じて見 

直しを行います。 

 

 

(2) 評価の時期 

本計画の評価については、各事業のスケジュールに基づき実施します。 

 

7 地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項 

 高齢化の状況や地域の現状に対応した保健事業や対策を考慮し、地域包括ケアの充実

を図り、地域の実態把握・課題分析を被保険者も含めた関係者間で共有し、連携して事

業に取り組みます。 

 

Plan（計画）

データ分析に基づく事業の立案

・健康課題、事業目的の明確化・

・健康課題の解決に資する事業の選択

・目標及び評価指標の設定

Act（改善） Do（実施）

・次サイクルに向けて修正 ・事業の実施

Check（評価）

・評価指標で目標達成の成否を確認

・達成の成否の要因分析
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第 5章 特定健康診査等実施計画（第 3期） 

  

本章では、高齢者の医療の確保に関する法律第 18条及び第 19条に定められている特

定健康診査等実施計画に記載すべき事項について、以下のように定め、示します。 

 

1 目標値の設定 

（1）受診率等の目標値 

国では、市町村国保において、計画期間の最終年度である平成 35 年度までに特

定健康診査受診率 60.0％以上、特定保健指導実施率 60.0％以上を達成することとし

ています。本市においても、国の市町村国保目標値と合わせ、各年度の目標値を以

下のとおり設定します。 

 
平成 30年度 

(2018年度) 

平成 31年度 

(2019年度) 

平成 32年度 

(2020年度) 

平成 33年度 

(2021年度) 

平成 34年度 

(2022年度) 

平成 35年度 

(2023年度) 

特定健康診査 

受診率 
55.0％ 56.0％ 57.0％ 58.0％ 59.0％ 60.0％ 

特定保健指導 

実施率 
45.0％ 48.0％ 51.0％ 54.0％ 57.0％ 60.0％ 

 

2 対象者数推計 

（1）特定健康診査対象者数及び受診者数の見込み 

平成30年度から平成35年度までの特定健康診査対象者数及び受診者数について、

各年度の見込みを示します。 

特定健康診査対象者数及び受診者数の見込み 

 

（2）特定保健指導対象者数及び実施者数の見込み 

平成 30 年度から平成 35 年度までの特定保健指導対象者及び実施者数について、

各年度の見込みを示します。 

 

 

 

 平成 30年度 

（2018年度） 

平成 31年度 

(2019年度) 

平成 32年度 

(2020年度) 

平成 33年度 

(2021年度) 

平成 34年度 

(2022年度) 

平成 35年度 

(2023年度) 

特定健康診査 

対象者数(人) 
23,106 21,848 20,751 20,117 19,027 17,448 

特定健康診査 

受診者数(人) 
12,708 12,235 11,828 11,668 11,226 10,469 
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特定保健指導対象者数及び実施者数の見込み 

 

3 特定健康診査等の実施方法等 

（1）特定健康診査の実施方法 

ア 対象者 

     実施年度中に 40 歳～74 歳になる被保険者（実施年度中に 75 歳になる 75 歳未

満も含む）。ただし、妊産婦、刑務所入所者、海外在住、長期入院等厚生労働省令

で定める除外規定に該当する者は対象者から除くものとする。 

イ 実施場所    

    三重県医師会を通じ、特定健診実施の委託を受けた、県内の医療機関で実施し

ます。 

ウ 実施項目 

国が定める対象者全員に実施する「基本項目」と、医師が必要と判断した場合

に実施する「詳細項目」に基づき実施します。 

基本項目 

既往症の調査・問診 服薬歴・喫煙歴など 

身体計測 身長・体重・BMI・腹囲 

理学的検査 視診・触診・聴打診 

血圧測定  

脂質検査 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレルテロール 

肝機能検査 GOT（AST）、GPT（ALT）、γ－GT（γ－GTP） 

アルブミン※1 

血糖検査 空腹時血糖（随時血糖）、HbA1c ※2 

尿検査 尿糖、尿蛋白、尿潜血 

尿酸代謝検査 尿酸※1 

腎機能検査 BUN（尿素窒素）※1 

   詳細項目又は追加項目 

貧血検査 ※1 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値 

心電図検査 ※1  

腎機能検査 ※1 血清クレアチニン、eGFR 

 

 平成 30年度 

（2018年度） 

平成 31年度 

(2019年度) 

平成 32年度 

(2020年度) 

平成 33年度 

(2021年度) 

平成 34年度 

(2022年度) 

平成 35年度 

(2023年度) 

特定保健指導 

対象者数(人) 
1,398 1,346 1,301 1,283 1,235 1,152 

特定保健指導 

実施者数(人) 
629 646 664 693 704 691 
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詳細項目 

眼底検査  

     

    

 

 

   エ 実施時期 

    平成 29年度は 7月 1日から 11月 30日までを受診期間として実施しました。次年

度以降については、三重県医師会と県内市町により調整会議を行い決定するものと

します。 

オ 案内及び受診方法 

  特定健診対象者には、特定健康診査受診券と質問票と受診案内を健診開始前まで

に個別に送付します。また、実施期間等について広報、ホームページ等にて周知し

ます。 

    対象者は、受診券、質問票、被保険者証を委託契約した健診実施医療機関にて

提出し受診します。 

 

（2）特定保健指導の実施方法 

ア 対象者  

国が定める「特定保健指導対象者の選定基準」に基づき、特定健康診査の結果を

踏まえ、内臓脂肪貯蓄の程度とリスク要因数による階層化を行い、対象者を抽出し

ます。 

ただし、質問票により服薬中（※）と判断された者は、医療機関における継続的

な医学的管理のもとでの指導が適当であるため、対象者から除くこととします。ま

た、65歳以上 75歳未満の者については、動機付け支援のみ実施します。 

※服薬中とは糖尿病、高血圧症又脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している

ものです。 

   特定保健指導対象者の選定基準 

腹囲 追加リスク ④喫煙歴 対象 

 ①血糖 ②脂質 

③血圧 

 
40～64歳 65～74歳 

≧85cm（男性） 

≧90cm（女性） 

2つ以上該当  
積極的支援 

 

1つ該当 
あり 

なし 動機付け支援 

上記以外で 

BMI≧25㎏/㎡ 

3つ該当  
積極的支援 

 

2つ該当 
あり 

なし 
動機付け支援 

1つ該当  

※1 三重県追加項目により全員実施 

※2 国の定める項目としては、空腹時血糖又は HbA1c のどちらかであるが、伊勢

市では 2 項目実施する 

参考：特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第 3版）、厚生労働省 
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       ※1喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味します。 

※2追加リスクの基準値 

①血糖：空腹時血糖が 100mg/dl以上、または HbA1c(NGSP 値)が 5.6％以上または

随時血糖が 100mg/dl以上    

       ②脂質：中性脂肪 150mg/dl以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満 

③血圧：収縮期血圧 130mmHg 以上、または拡張期血圧 85mmHg 以上 

 

イ 実施項目 

（ア）動機付け支援 

① 目的 

健診結果を改善または悪化させないために自らの生活習慣を振り返り、行動

目標を立て、保健指導終了後すぐに実践でき、その生活が継続できることをめ

ざします 

② 支援方法 

対象者には、保健指導案内通知を送付し、市が実施する健康相談、健康教育、

訪問指導等において支援を行います。原則 1回、保健師、管理栄養士による面

談（１人あたり 20 分以上の個別支援）またはグループ支援（１グループおお

むね８人以下とし、おおむね 80分以上の支援）を行います。 

③ 支援内容 

     健診結果の理解、生活習慣病の知識、自らの生活習慣の振り返り等から生活

習慣の改善の必要性を説明します。食事、運動等の生活習慣の改善に必要な実

践的な指導、社会資源の紹介を行います。対象者と共に生活習慣目標、行動計

画を作成します。 

④ 評価 

     ３か月以上経過後に面接又は通信等（電子メール、電話、FAX、手紙等）にお

いて行います。 

 

（イ） 積極的支援 

① 目的 

健診結果を改善し、メタボリックシンドロームでは腹囲、体重の減少、危険

因子の減少をめざし、定期的・継続的な支援により自らの生活習慣を振り返り、

行動目標を立て、目標達成に向けた実践に取り組みながら支援終了後にはその

生活が継続できることをめざします。 

② 支援方法 

動機づけ支援における面接に加え３か月以上の継続的な支援を行います。こ

の支援については、ポイント制に基づき、支援Ａのみの方法で 180ポイント以

上又は支援Ａ（最低 160ポイント以上）と支援Ｂの方法によるポイントの合計

が 180ポイント以上の支援を実施します。なお、２年連続して積極的支援に該

当した対象者のうち、1年目に比べ 2年目の状態が改善している者については、
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動機付け支援相当の支援として180ポイント未満でも特定保健指導を実施した

こととします。 

③ 支援内容 

【支援 A （積極的関与タイプ）】 

個別支援、グループ支援、電話、電子メールから選択し、生活習慣の振り返

りを行い、行動計画の実施状況の確認や必要に応じた支援、食事、運動等の生

活習慣改善に必要な実践的な指導を行います。 

【支援 B（励ましタイプ）】 

個別支援、電話、電子メールから選択し、行動計画を維持するために賞賛や

励ましを行います。 

 

④ 評価 

３か月以上経過後に面接又は通信等（電子メール、電話、FAX、手紙等）にて

行います。 

 

ウ フォローアップについて 

支援継続中もしくは支援終了後においても市が実施する健康相談や健康教育また

は社会資源の紹介を行い、生活習慣改善が継続できるよう支援します。 
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特定健診から特定保健指導の流れのイメージ図 

 

1特定健診         

 

 

                 ＋ 

 

 

 

2保健指導対象者 

 の選定化 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 3特定保健指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 

健診結果や健診時の質問票から、個人に合わせた健康的な

生活を送るための生活習慣の見直しや改善に役立つ情報

提供を行います。 

基本的な健診 

（問診+基本的な検査） 

詳細な健診 

（医師が必要と判断した検査） 

結果にもとづき 

生活習慣の改善の必

要性が低い人 

生活習慣の改善の必

要性が中程度の人 

生活習慣の改善の必

要性が高い人 

動機付け支援 

生活習慣の改善点

に気づき、目標を設

定して行動できるよ

うに支援します。 

積極的支援 

健診判定の改善に

向けて実践できる目

標を選択し、継続的に

実行できるように支

援します。 

対象者毎の評価 

（3か月後の終了時に評価） 
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4 実施スケジュール 

  当年度 次年度 

  4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

月 

11

月 

12

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

特
定
健
康
診
査 

対象者抽出 ●                

受診券送付   ●              

健診実施                 

未受診者 

受診勧奨 

                

特
定
保
健
指
導 

対象者抽出                 

利用券送付                 

保健指導 

実施 

                

未利用者 

利用勧奨 

                

 

5 個人情報の保護 

（1）特定健診受診者のデータの管理体制 

特定健診等の費用の支払及びデータの送信事務並びにデータ管理・保存に関し、

代行機関である三重県国民健康保険団体連合会に事務委託します。 

健診機関及び保険指導機関から提出された結果データは三重県国民健康保険団体

連合会の特定健診等データ管理システムにて管理します。 

 

（2）個人情報保護対策 

特定健診等の実施にあたり、個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護法及

び同法に基づくガイドライン等並びに伊勢市個人情報保護条例に基づいて行いま

す。また、特定健診・特定保健指導を委託する際には個人情報の厳重な管理や目的

外使用の禁止等を契約書に定め、委託先の契約遵守状況を管理していきます。 

 

6 計画の公表・周知 

本計画は、広報及びホームページで公表します。 

また、特定健康診査受診対象者には、特定健診等の趣旨の普及啓発のため、パンフ  

レットを作成して受診券と併せて送付するとともに、市役所や中央保健センター等にお

いて、ポスターやリーフレットを配布して周知を図ります。 
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7 評価及び見直し 

（1） 評価 

本計画については、特定健診の受診率、特定保健指導の実施率、メタボリックシ

ンドローム該当者及び予備軍の減少率等について、毎年度評価を行うこととします。 

また、中間期間等計画期間の途中で進捗確認・中間評価を行い、必要に応じて見

直しを行います。 

（2）評価の時期 

本計画の評価については、各事業のスケジュールに基づき実施します。 

 

8 留意事項 

  特定健康診査・特定保健指導は、健康増進法で実施しているその他の健診等につい

ても可能な限り連携して実施します。 
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